
【国の中小企業施策】
１．経済産業省「中小企業等経営強化法」平成２８年６月２４日成立
(1)生産性向上の必要性
(2)業種横断的な経営課題への対応⇒①事業活動に有用な会計管理の徹底、財務分析他

②支援機関の伴走型の支援による経営課題の解決
２．金融庁「金融行政方針」平成２７年９月公表
金融行政の究極の目的：「銀行の健全性」⇒「企業と経済の成長と資産形成」

▼
地域企業の今ではなく、将来に向けた健全性の支援

具体的打ち手：①中小企業ヒアリング⇒金融機関に対する顧客評価
②ベンチマークの導入⇒金融機関の地方貢献評価指標
③検討会議の設置⇒金融仲介の改善に向けた検討会議
④事業性評価⇒担保・保証でなく、企業の事業内容・

将来性を見極める

ご講演：覚書の締結(業務連携)について ～兵庫県信用保証協会とＴＫＣ近畿兵庫会との連携～

ＴＫＣ神戸ＳＣＧサービスセンター小西 恵廣

【ＴＫＣ会員が取り組むべき中小企業支援】
「企業のライフステージに応じた経営支援」
「会計で会社を強くする」経営支援
①経営者の早期・正確な業績の把握支援
②経営計画策定支援

【ＴＫＣ会員だから出来る金融機関との連携】
①これまで同様「信頼性が担保された決算書」の作成に努力
②事業性評価の判断材料はＴＫＣ会員が協力し、吟味・提供
③モニタリングによる相互連携
④経営者保証のない融資の実現
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【経営改善支援センター事業の対象先】
本センター事業は①～③の役割を顧問税理士先生方に担っていた
だきたいプロジェクト

地銀の取引先

①社長に自らの商売を見つめ直してもらう
②社長に正確な決算を認識してもらう
③金融機関に報告する習慣をつける

年商１億円程度かつ保証協会がメジャーシェアを占める企業

【覚書目的】
兵庫県内の中小企業・小規模事業者に対し、「経営改善に向けた意欲の向上」と「財務経営力の強化」を
促していくことで、事業の維持・存続・発展に寄与していくことを目的とする。

【連携意義】
(1)ＴＫＣ会員は、「税務申告に留まらず、経営者の一番身近な経営の予期相談相手であるべき」との理念

を持っている。⇒「ＴＫＣ７０００ＰＪ」にみる保証協会の理念・考え方との一致。
(2)ＴＫＣは「記帳適時性証明書」「書面添付」等により信頼性の高い決算書の策定に尽力し、保証協会が

推奨する「中小企業の会計に関する基本容量に準拠して会計処理」の普及活動とリンクする。

平成2８年6月2４日（金）
於：ホテルクラウンパレス神戸

【会計人の役割】
会計本来の役割は、正確性や検証可能性そして透明性に担保された信頼性の高い継続記録で
計算された情報の提供とその計算の信頼性を保証する仕組みを実践し、示すことです。
【会計人の生き残る道は】
決算書や申告書の信頼性を保証する業務と関与先の財務経営力の強化に資する業務、
そして経営改善支援業務に積極的に関わらなければなりません。
金融機関とも連携をより強固にし、企業の「経営改善に向けた意欲の向上」と「財務経営力の強化」を
促していくことで中小企業の事業の維持・存続・発展に寄与して参りましょう。

連携

ＴＫＣ会員
各金融機関との

情報交換会

【ＴＫＣ近畿兵庫会】

稲田実会長

【ＴＫＣ全国会】

藤原均副会長

【兵庫県中小企業再生支援協議会】

統括責任者野田勝也様

【兵庫県信用保証協会】

期中支援課課長中川到様

ご挨拶：中小企業の経営改善支援について

会長ご挨拶：会計人の生き残りをかけて

ご講演：ＴＫＣ会員が取り組む中小企業支援とは


